
KIKKAKE PLACE利用のルール
【第1条】目的
・KIKKAKEカフェ規約(以下「本規約」)は、 KIKKAKEカフェの敷地内施設の利用を円滑に行うことを目的

とします。
　尚、KIKKAKEの管理者は光山和弥となります。

【第2条】申し込み
・本スペースの利用内容を、KIKKAKEのHPにて申込みください。
　内容を管理者で確認の上、事前打合せの日程調整を連絡させていただき、「利用契約書」及び必要書
　類の提出をお願いいたします。

【第3条】面積·定員
・KIKKAKEカフェ:カウンター席４席、テーブル席２隻　計６席　広さ約15平米
※今後イートインスペースを作っていく予定ですので席数が増えていきます。

【第4条】KIKKAKEカフェの利用日と利用時間
・モーニングタイム午前6時〜午前9時
・ランチタイム午前10時〜午後17時
・ディナータイム午後18時〜午後24時　木曜日のディナータイムは定休日になります。
　月〜金は固定オーナーでの利用になります。（固定オーナーがいない場合はこの限りでない）
　土日は一日単位の店長体験日になります。
※管理者のイベントや貸切の行事により使用不可の日あり。随時情報発信していきます。

【第5条】利用時間の厳守
・利用時間には、搬入、 搬出、 準備、 片付け等の時間を含むものとし、利用時間終了時に退出完了してくだ

さい。
　前日搬入、ならびに後日搬出に関しましては別途施設利用料金をいただきます。

【第6条】利用内容
KIKKAKEカフェは起業したいと思う方々の夢を叶える場所です。
（カフェ、イベント、教室、物販、アパレルなどで利用可能ですが、用途によってはお断りさせて頂く場合が
あります）
・飲食店の場合:コーヒー、 紅茶、 その他の飲み物をメインに、スイーツ等の飲食
※管理者がドリンクを店内に用意しているので体験者はマニュアル通りに作りお客様にご提供してください。
※KIKKAKEカフェに来店されたお客様は必ずワンドリンクオーダー制となります。
*共通事項:利用機器等については別紙にてご確認願います。
初めての利用にあたっては、ご利用前に利用規約やマニュアルをしっかり読んだ上で体験をしてください。

【第7条】利用料金及び支払い
利用料金に関してはKIKKAKEから送られるフォーム又は指定の口座までお振り込みください。
お店の体験後、売上の集計を行った後、１週間以内に指定の口座までドリンク代金をお振り込みください。
（売り上げはレジにて管理しておりますので振込がなかった場合は管理者から請求します）

【第8条】予約のキャンセルとキャンセル料金
*予約は3ヶ月前から1週間前までに、 受付。
*(1カ月)前まで  全額ご返金
 (1ヵ月〜2日)前まで ご予約料金の50%
 当日·前日·SNS 等に情報を掲載した場合 ご予約料金の100%

【第9条】定期利用
・平日定期利用をご希望される場合、別途調整させていただきます。
・定期使用承諾後も使用目的を変更される場合は、必ず申し出てください。
・定期使用の解約は、1ヶ月前に申し出てください。
それ以降の申し出の場合は、1か月分のキャンセル料を頂戴いたしますので、ご了承ください。

【第10条)開催者の責務
・飲食物の安全な取り扱いの厳守
・飲料についてマニュアル通りに作って頂くようお願いします。
・禁止事項の厳守
・土日開催前日において、管理者への確認の電話をお願いいたします。

【第11条】禁止事項
・申し込み時の利用目的内容以外の使用
・本スペース及び付帯施設を設損する行為
・使用権利の譲渡及び転貸
・本スペースのみならず、敷地内での喫煙
・建物内へのペットの同伴
・危険物の持ち込み。必要に応じて事前面談時に相談ください。
・他のお客さまに迷惑に当たる行為(音や臭いの出る行為)
・政治的活動、宗教活動、 勧誘活動
・KIKKAKEや地域の等趣向に合わない行為
・その他、公序良俗に反する恐れがあると認められたとき

【第12条)損害賠償
当敷地内設備を設損し修繕費用が発生した場合、実費相当額をお支払いいただきます。

【第13条】免責
当敷地内での利用に関しての利用中に生じた全ての損害や事故については、 管理者、KIKKAKEは一切のそ

の責を追わないものとし、利用者の責任と費用負担において解決するものとします。

【第14条)原状回復
利用設備は、使用終了後、 机、 椅子等の備品は片付けや清掃、 エアコン、照明は必ず消し、原状の状態に

戻してください。ゴミも必ずお持ち帰り下さい。（持ち帰りがなかった場合追加料金となります）

【第15条】予約後の変更
・本スペース受付付後でも管理者が急遽、 本スペースの利用を必要とした場合、使用日時の変更をいただく

ことがあります。

【第16条)退出
・本規約に違反した時や施設の利用継続がふさわしくないと判断した場合、退出いただくことがあります。

【第17条】協議事項
・本規約に定めのない事項または本規約の趣旨に従い、協議の上、解決いたします。

【第18条】裁判所管轄
・本スペース利用契約に関して一切の紛争は、管理者の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を
　第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


